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～夢・あこがれをもち、たくましく未来を拓く子どもの育成～ 

３年ぶりに水泳の学習を実施します 

５月２４日（火）と２６日（木）に子どもたちが協力してプール掃除をしました。昨年度は水泳の学習は行い

ませんでしたが、プールの清掃は職員でしています。とはいうものの実際にプールに入水するのは３年ぶりな

ので、その分丁寧に隅から隅まで清掃活動を頑張ってくれました。 

６月１日からは新型コロナウイルス感染症予防に気を配りながら、水泳学習を進めてまいります。学年まと

めて一度に入ることはしないので、例年と比べて入水する回数は少なくなると思いますので、よい天候が続く

とよいなと願っています。 

水泳学習期間中は、水着やバスタオル等の持ち物の準備等お世話になります。また、子どもたちの体調管

理についてもよろしくお願いします。 

なお、３年生は小プールでの学習をまだ経験していないので、最初は小プールで水に慣れることから始め

ていきます。その後、大プールでの学習を進めていきます。 

学習参観においでいただきありがとうございました 

コロナ禍の中、子どもたちの学習の様子を参観していただく機会を持つことがなかなかできなかったので

すが、５月２３日（月）にやっと今年度初めての学習参観を実施することができました。地域ごとの分散での参

観も何度目かのことで、教室が密にならないようご配慮いただきありがとうございました。 

個別懇談では、担任の教員とお話をしていただきましたが、実際に授業の様子を見ていただくのは学習参

観でしかできないことです。今後、感染の状況や感染予防の考え方の変化によっては、以前のように多くの方

に参観いただくこともできるかもしれません。国や県、市の方針にも沿いながら考えていきたいと思います。 

新型コロナウイルス感染症対策に係るマスクの取扱いについて 

最近、報道等でお聞き及びと思いますが、マスクの着用について、国や県、そして市からの通知がありまし

た。学校もガイドライン等に従い、子ども一人ひとりの健康・安全等に配慮しながら、引き続き、基本的な感染

症対策を行ってまいります。 

マスクの着用についての基準は以下のとおりです。 

＜主に屋外でのマスク着用について＞ 

①十分な身体的距離が確保できる場合は、マスクの着用を推奨しません。 

②分団登下校においては、身体的距離を十分とることができないため、会話をしないことを前提に自身 

でマスクを着脱するよう指導します。 

③特に、気温・湿度や暑さ指数が高い日には、熱中症などの健康被害が発生する恐れがあるため、マスク

を外すよう指導します。 



④体育の授業においては、マスクの着用は不要とします。ただし、十分な身体的距離が取れない状況下で

熱中症になるリスクや十分な呼吸ができなくなるリスクがない場合には、マスクを着用するように指導し

ます。この項は、体育館での体育の授業にも適用します。 

校舎内でのマスクの着用については、現時点で取扱いに変更はありません。 

 

学校内外施設・設備の破損に対する対応について 
一昨年、一人一台配備されたタブレットＰＣについては、すでに草津市教育委員会からその修理にかかる

費用についてのお知らせが出されておりますが、そのほかの施設・設備についても草津市では、平成２２年度

から修繕費用を当事者（保護者）に負担いただくことをお願いしています。 

ここに、あらためて学校からもお知らせとお願いを掲載しておきますので、ご理解とご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

令和４年 ５月２６日 

保護者の皆様 

草津市立笠縫東小学校 

     校 長   古  谷    匠   

 

学校内外施設・設備の破損に対する対応について（お知らせとお願い） 

 

向暑の候、保護者の皆様には益々ご健勝のこととお喜び申しあげます。 

日頃は、本校教育の推進に格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

さて、窓ガラス等の学校内外施設・設備の破損につきましては、児童の負傷に直接つながることから、日頃

から注意喚起を行っているところです。 

また、学校施設・設備の使用にあたっては丁寧な取り扱いをするよう、子どもたちに指導しています。しかし

ながら、不注意な行為や乱暴な取り扱いによる破損も起きています。 

つきましては、学校内外施設・設備の破損については、草津市教育委員会との連携により、原則、下記の通

りの対応とさせていただきます。ご理解いただきますとともに、お子様への指導をあわせてお願いいたします。 

 

記 

 

１．学校内外施設・設備の破損は、原則として当事者（保護者等）が修繕の費用（修繕料）を負担する。 

 

２．修繕料については、業者の見積によりあらかじめ当事者の了解を求める。 

 

３．修繕料負担者は、当事者及び関係する児童の保護者とする。 

 

校長 古谷 匠（ふるや たくみ） 


